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同日原本領収 裁判所書記官
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ロ頭弁論終結日 令和6年9月 10日
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別紙l「指定代理人目録」記載のとおり

文

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は、原告の負担とする。

20 事実及び理 由

第 1 請求

東山税務署長が令和3年6月10日付けで原告に対してした、原告の平成2

8年分の所得税及び復興特別所得税（以下「所得税等」という。）．の更正処分の

＾ 
25 

ーと

うち、分離短期譲渡所得の金額0円、所得税等の納付すべき税額マイナス 10 

0 5万85 5 9円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定をいずれも取

り消す。
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第2

1 
副

事案の概要等

事案の概要・

原告は、別紙2

5
 

［物件目録」記載 1及び2の各土地（以下、併せて「本件各

（以下「~
は、本件各土地上に別紙2

土地」という。）を所有し、本件各土地を

・ という。）に建物所有目的で賃貸し、

「物件目録」記載3の建物（以下「本件建物」といい、「本件各土地」と併せて

「本件不動産」という。）を所有していたところ、原告及び一は、平成

2 8年5月26日、

ー」 という。）に対し、本件不動産を売却した。

原告は、平成2:8年分の所得税等の確定申告をしたところ、東山税務署長（処

分行政庁）から、令和3年6月10付けで、上記確定申告における分離短期譲

渡所得の金額に誤りがあるなどとして、平成28年分の所得税等の更正処分

（以下「'’

10 

（以下「本件更正処分」という）及び過少申告加算税の賦課決定処分（以下「本

件賦課決定処分」といい、本件更正処分と併せて「本件各処分」という。）を受

15 ・けた。．

本件は、原告が、被告を相手に、本件更正処分のうち申告額を超える部分の

取消し及び本件賦課決定処分の取消しを求める事案である。

2
 
関係法令等の定め

20 

「関係法令等の定め」記載のとおりである。なお、同別紙において定

める略称等は、以下においても用いることとする。

別紙3

3・ 前提事実（当事者間に争いのない事実及び顕著な事実並びに後掲の証拠及び

弁論の全趣旨により容易に認められる事実）

(l)本件不動産

. _, 本件各土地は、 9

t, 

ヽ

、

・ 25 

に所在する宅地であり、本件建物

は、昭和41年8月に本件各土地上に建築された鉄筋コンクリート造陸屋根

地下1階付5階建ての店舗、事務所である。（甲 1、2) 

2
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｀ 
また、本件各土地が所在する地区は、借地権割合が90パーセントとされ

る商業地区である。（弁論の全趣旨）
叫

(2) 本件賃貸借契約の経緯等

原告は、平成27年1月25日、本件不動産を所有する一
（以下「一」という。）との間で、本件不動産を43億4.

1 0 0万円（消費税込み）で購入する旨の売買契約を締結した。（甲 l2) 

原告と-は、同日、本件建物に関し、原告を賃貸人、一を

賃借人、賃貸借期間を平成27年4月1日から平成30年3月31日、賃

料を月額l4 0 0万円、敷金を 1億12 o・o万円とすることなどを内容と

する定期建物賃貸借契約（以下「本件定期賃貸借契約」という。）を締結し

た上、原告が上記売買契約における本件建物の引渡日までに上記売買契約

締結上の地位を自己の資産管理会社等に譲渡し、•本件定期賃貸借契約の賃

貸借開始日における本件建物の所有者が当該譲受人に変更された場合にぱ

本件定期賃貸借契約における賃貸人を原告から当該譲受人に変更する旨合

意した。．（甲i3、

ア

5
 

10 

15 1 4) 

ィ

ゥ

20 

、原告及び原告の親族が発起人となり、

を設立し、同社の代表取締役に就任した。（乙4)

原告と一は、平成27年4月1日、上記アの売買契約について覚

書を作成し、原告が~に対し、上記売買契約の条項に基づき、1 本件

建物の所有権を取得する契約上の地位を一に譲渡することについ

て、同覚書をもって通知し、一がこれを受領したこと、本件建物の

登記手続について一が所有権移転登記申請を行うことを確認する

原告は、

工

25 
ペ

旨合意した。（乙7)

原告及び一は、平成27年4月1H、本件各土地に関し、原告

を賃貸人、|~を賃借人とする賃貸借契約（以下、「本件賃貸借契約」

の本件各士地の賃借権を「本といい、本件賃貸借契約における

3
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件借地権」という。）を締結した。本件賃貸借契約の契約書には次の定めが

• 
ある。（甲 1.5)

（ア） は、建物を所有する目的で本件各土地を使用し、他の目的、

5
 

用途に使用しない。

（イ）本契約の賃貸借期間は、平成27年4月1日から平成57年3月31

日までの満30年とする。

・（り）賃料は月額40 0万円とする。

(I)本契約においては権利金その他名目のいかんを問わず、権利設定の対

価の授受は行わない。

10 （オ）a 本契約が終了したときは、 は、何らの対価なくして直ち

オ

15 

ヵ

20 

に本件各土地を現状．に復した上で返還する。

は原告に対し、契約終了原因に関わらず、本件各土地の、

返還に際し名目のいかんを問わず何らの金品も請求しない。

平成27年4月1日付けで、本件各土地につき、同日の売買を原因とし

て、-'から原告への所有権移転登記がされ、本件建物につき、同日

の売買を原因として、 一 から一への所有権移転登記がされ

た。（甲1、2)

原告及び-は、平成2・7年4月1日、東山税務署長に対し、本

件各土地の賃貸借について、原告が本件賃貸借契約により本件各土地を平

成27年4月i日から一に使用させることとしたが、当該契約に

基づき将来借地人から無償で土地の返還を受けることになっていること、

b・ 

書」

25 キ. _, 

本件各土地の所有又は使用に関する権利等に変動が生じた場合には速やか

にその旨を届け出る旨記載した無償返還届出書（以下「本件無償返還届出

という。）を提出した。（甲16) 、.

ーは、本件賃貸借契約締結後、その貸借対照表において本件借

地権を計上しておらず、平成28年度3月期の貸借対照表においても本件I

4
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借地権を計上していなかった。（乙 8、弁論の全趣旨）

(3) 

ア

5
 

本件売買契約の経緯等

原告及び一は、平成28年5月16日、本件不動産を一

に売却するにあたり、原告及び一の売買価額につき、次のとおり

合意（以下「本件合意」という。）した。（甲4)

（ア）本件不動産の売買価額総額は、 5 5億1008円（建物消費税62 5 

万60 0 0円別途）

（内訳）本件各土地

本件建物

とする。

54億218 0万 10 0 8円

7 8'2 0万円（消費税別途）

10 

15 

（イ） ①本件各土地に関しては、原告を賃貸人、一を賃借人、契約

期間平成27年4月1日から平成57年3月31日までの 30年間、本

件建物の所有を目的とする平成27年4月1日付土地賃貸借契約が存在

すること、②ーは本件建物を一に賃貸し、年間1億 68 

0 0万円（消費税別途）の賃料収益（甲に対する地代控除後は年間 1億

・20 0 0 万円）を上げていたこと、③原告及び··’~は本件賃貸借
契約に関し、無償返還の届け出を提出していること、④本件不動産が存

在する-'地区は、借地権割合が90パーセントとされる商業地

区であること、などを考慮し、原告の売買価額を本件各土地売買価額の

の売買価額を本件各土地売買価額の
＿ ．  

2.0パーセント相当額及び本件建物売買価額とする

8 0パーセント相当額、

• 20 （それぞれの売買価

額は下記の通り）。

イ

4 3偉374 4万08-0 6円

の売買価額 1 1億68 8 1万62 0 2円

原告及び9- }ま、平成28年5月26日、本件売買契約の売却手

原告の売買価額

26 数料について、本件賃貸借契約が存在するところ、本件建物の老朽化が進

み、建て替えの必要性が生じていることから、 が原告に対し共

5
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同で本件不動産を売却したいと要請し、原告は、特段売却の必要性はない

ものの、一の実情を考慮してこれに応じることに鑑み、本件不動

産の売却に係る手数料は、一が全額を負担する旨合意した。（甲

2 4)' 

5 ．ゥ原告及びl~平成2 8年5月268、‘原告及び・
ーを売主とし、一を買主として、本件不動産を売却する旨の

売買契約（以下「本件売買契約」という。）を締結した。本件売買契約の契

約書（以下「本件売買契約書」という。）には次の定めがある・（甲3)

(7)本件不動産の売買代金は、 55億100 8円（ただし、建物の消費税

10 は含まない。）とする。 ． ． 

（内訳）本件各土地合計 54億21 8 0万10 0 8円

本件建物．・. 、 7 8 2 0方円（消費税別途）

（イ）一は、上記（ア）の売買代金の全額を、原告及び、一の指定

・する口座 9-信用金庫・・支店の原告名義の普通預金口座）に振り込・

• 15 ' む方法で支払う。

（り）原告及び-は、 一に対し、．売買代金全額の受領と引換

えに、本件不動産を現状有姿のまま引き渡す。

•' 
25 

・（サーは、売買契約時において本件建物に関し、本件定期賃貸借契

約が存在することを了承し、売買実行日において同賃貸借契約の負担付

20 きの状態で本件不動産の引渡しを受けることを確認する。

（オ）本件不動産の所有権は、一が原告及び一に対し、売買

代金全額を支払い、原告及び|~原告

・ 及び-'から＇~に移転する。
(力)-}ま、本件建物の引渡時、本件定期賃貸借契約における賃貸人

の地位を現状のままーから承継する。

工原告及び~平成·2 8年6月23日、本件売買契

6
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約に関し、買主が、売買実行日までに、本件各土地の所有権の移転先とな

る者（買主自身を含む。以下「取得者」という。）を書面により指定（買主

から書面により指定された取得者を「指定取得者」という。）し、当該指定

及び売買代金全額の支払を条件として、本件各土地の所有権を指定取得者

に直接移転することなどの特約条項を本件売買契約の内容とする旨合意し

オ

た。（甲 17) 

ーは、平成28年6月23日、原告及び一に対し、

工の特約条項に基づき、本件各土地の所有権の移転先（取得者）として、

（以下 1- 」という。）を指定した旨

上記

10 書面で通知した。（甲18) 

なお、一と は、同月 10日、一を売主■
を買主として、本件不動産を売却する旨の売買契約を締結し

15 

た。（乙3)

力原告及び-と一は、平成28.年6月23日、本件売買契

約の売買代金の精算に関し、別紙4「精算金明細」記載のとおり精算する

ことを合意した。一は、同日、原告及び一に対：し、本件売

買契約の代金53億8-24 0万67 1 6円（上記精算後の金額）を、上記

ウ（イ）記載の原告名義の預金口座に振り込む方法により支払った。（甲 5、

乙1• 1 4頁）‘.・1 9、

20 キ 平成28年 6月23日付けで、本件各土地につき、同日の売買を原因と

して原告から111111111111111に所有権移転登記がされ、本件建物につき、
同日の売買を原因として、一から＇~に所有権移転登記がさ

..25  

｀ 
． 

れた。（甲1、2)

(4)確定申告及び本件各処分等

原告は、平成2g年3月14日、平成28年分の所得税等の確定申告書

に別紙5 「課税の経緯」の「確定申告」欄のとおり記載し、譲渡所得の内

・ア

7
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訳書を添付して、東山税務署長（処分行政庁）に提出した。（甲6)

ー は、平成29年5月19日、平成29年3月期（自平成28 

年4月1日至平成29年3月31日）分の法人税及び平成29年3月課税

事業年度分の地方法人税の確定申告書を東山税務署長（処分行政庁）に提

は、上記確定申告書において、本件借地権の固定資産

売却益を計上していた。（甲7)

ウ東山税務署長（処分行政庁）は、平成29年10月26日、 一ゲ
の平成27年度3月期．、平成28年度3月期及び平成29年度3月期の各
事業年度に係る法人税等の調査を開始し、同年12月26日付けで、 ・・'

ーに対し、当該各事業年度の法入税等について、更正決定等をすべき

と認められない旨の通知（以下「本件是認通知」という。）をした。（甲8、

ィ

5
 

出した。

10 

工

乙9の1 • 2) 

東山税務署長（処分行政庁）は、令和 2年10月9日、原告の平成28 

15 

20 

｀ 

25 

年分の所得税等の調査を開始し、令和3年6月10日付で、原告に対し、

別紙5［課税の経緯」の「更正処分等」欄のとおり、本件各処分をした。

本件各処分の通知書（以下「本件通知書」という。）には、処分の理由とし

て、‘①原告の分離短期譲渡所得の金額の計算において、所得税法36条 1

•規定する「総収入金額」，が 5. 4億 28 9 1万80 1 8円（本件各土地

の譲渡代金54億21 8 0万10 0 8円と本件売買契約に基づき受領し

た未経過固定資産税・都市計画税相当額71 1万70 1 0円の合計額）で

あること、②本件賃貸借契約において無償返還の合意がされるとともに、

東山税務署長に本件無償返還届出書が提出されていることから、一

・の借地権価格は零と認められ、一が借地権の対価として取得し

た金額を総収入金額から差し引くことはできないこと、③上記未経過固定t

資産・都市計画税相当額は、本件各土地の譲渡に起因して受領したもので

あるから、譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に含まれるから、、原告の

8
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申告した分離短期譲渡所得の金額に誤りがあると認めたことなどが記載

されているほか、上記①を前提に納付すべき所得税等の額や納付すべき過

少申告加算税の額の計算した過程及び計算の根拠規定等が記載されてい＇

る。、（甲 9)

(5)審査請求

原告は、令和 3年6月25日、国税不服審判所長に対し、本件各処分の一

部の取消しを求めて、審査請求を行った。国税不服審判所長は、令和4年6

月23日、原告の審査請求を棄却する旨の裁決をした。（甲10、

. 10 

(6)-に対する減額更正等

ァ・一は、令和4年 5月27日、処分行政庁に対し、平成29年 3
月期分の法人税及び平成29年3月課税事業年度分の地方法人税の確定

申告において計上していた本件借地権の固定資産売却益について、原告に

15 

ィ

1 1) 

対する課税と二重課税の状態を解消するためにやむを得ない選択である

などとして、これを計上しないこととし、法人税及び地方法人税の更正の

請求をした。（乙 11) 

処分行政庁は、令和4年I1月2・4日、上記更正の請求を全部認容する

20 4
 

減額更正をした。（乙•I 2) 

(7)訴えの提起

原告は、令和4年12月21日、本件訴えを提起した。（顕著な事実） ・

本件各処分の適法性に関する被告の主張

別紙6「被告の主張する本件各処分の根拠及び適法性」記載のとおりである。

なお、同別紙において定める略称等は、以下においても用いることとする。

原告は、本件訴訟において、後記5の争点に関する部分を・除き、その計算の

基礎となる金額及び計算方法を争っていない。

―̀ 

. 25 5
 

争点

(1)原告の平成28年分の所得税等に係る譲渡所得の金額の計算において、・総

，
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5
 

収入金額に本件各土地に係る借地権価額相当額を算入すべきか否か。

(2)原告の平成28年分の所得税等に係る譲渡所得の金額の計算において、総

収入金額に未経過固定資産税・都市計画税相当額の全額（71 1万70 1 0 

円）を算入すべきか、 80％相当額 (56 9万3608円）を算入すべきか。

理由付記の不備の有無(3) 

6
 
争点に対する当事者の主張

(1)争点 1 （原告の平成28年分の所得税等に係る譲渡所得の金額の計算にお

いて、総収入金額に本件各土地に係る借地権価額相当額を算入すべきか否

か。）

10 （被告の主張）

原告及び一が、本件各土地について無償で返還することを合意

し、原告及ひ＇-は 本件無償返還届出書を所轄税務署長に提出して

これは法人税基本通達1.3-:-1-,--7を前提とするものである。

すなわち、借地権者と借地権設定者の間に特殊な関係がある場合には、

こうした関係性を背景に、借地権設定時に権利金の授受が行われない代わ

りに、借地契約終了時に当該土地を無償で返還する旨の合意がされること

このような合意がある場合

ア

おり、

15 

は借地取引の実情では頻繁にみられるところ、

` •• 

20 

において、権利金の認定課税を避ける等の目的で、借地契約の当事者が無

この場合、当該借地権が、＇借地借家償返還届出書を提出する場合がある。

法上の借地権であることは変わりないものの、法人税基本通達13-1 -

7等は、賃貸借契約の当事者間において将来借地を無償で返還することを

約し、かつ、その旨を所轄税務署長に届け出たときは、当該借地権は経済

的価値を有しないものであり、課税上もそのようなものとして取り扱うべ・

きことを税務当局に表明したものと取り扱う趣旨であることからすれば、

25 借地取引に基づく無償返還届出書が提出された場合、当事者が、税務当局

に対し、当該借地権は経済的価値を有しないものであり、課税上も経済的

10 
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価値を有しないものとして取り扱うべきことを表明したものというべきで

ある。

したがって、借地契約の当事者が、無償返還届出書を提出した場合、上

5
 

10 

記法人税基本通達の趣旨を踏まえれば、当事者の合理的意思としては、・借

・地契約継続中、借地権部分に相当する経済的価値については借地権者に移

転せず、借地権設定者（土地所有者。以下「地主」という。）が保持してい

るものとみるぺきである。 ． ; . • 

以上によれば、原告及び一は、、本件賃貸借契約において、契約

終了時に土地を無償で返還することを定めているのであるから、当事者間

の合意により、本件借地権部分に相当する経済的価値を原告力屯シー

．．に移転させないという経済実態が生じており、かつ、原告及び一

・は、本件無償返還届出書の提出によって、所轄税務署長に対し、本件借 ． 

地権は経済的価値を有さず、課税上も経済的価値を有しないものとして取

り扱うべきことを表明しているのであり、本件売買契約における本件各土・

15 

20 

25 

地の売買代金については更地価格から借地権の価額迄控除しないものとし

て設定するのが借地契約の当事者の合理的意思と考えられる。本件不動産

売買契約書（甲3)'には本件各土地の借地権価額を控除するなどの記載は

• なく、契約書の記載内容は、この経済実態を踏まえた上記の原告及び・

■■lの合理的意思解釈に適合するものである。
これに対し、原告と一との間で、原告が取得する売買代金を本

件各土地の売買代金の 80パーセント相当額とする旨の合意がされている

（甲4)。この合意からは、一見、原告及び一が本件借地権につい

て本件各土地の売買代金の 20パーセント相当額の経済的価値を有してい

ると認識していたかのようにみえるが、真に本件借地権に本件合意書に見

合う経済的価値があるとの認識であったならば、本件合意の金額と同じ売

買代金額を内容とする売買契約が締結されたはずであるのに、本件不動産

ィ

• l l 
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売買契約では、本件合意書の記載とは異なり、本件各土地の売買代金額を

54偲2180万10 0 8円としている。また、上記のとおり、本件借地
権設定時点において、原告と一 は、本件借地権を経済的価値がな

いものとして取り扱う意思を有しており：その後も、少なくとも原告と1
5
 

ー の間では本件借地権に経済的価値があるものとする合意がなかっ

たにも関わらず、本件不動産売買契約の直前になって、突如、本件借地権

に本件各土地の売買代金の 2,0パーセント相当額の価値があるという合意

をするのは不自然であり、原告が との間の本件合意をしたのは、

課税の縮減を目的としたものにすぎずi当該合意の法的性質は、原告が、

10 に対し、本件各土地の譲渡により取得した代金の一部を贈与す

るという贈与契約であるというべきである。・

本件合意は、原告及び'-との間で本件借地権部分に相当する経
＿ ． 

に移転させないという経済実態が生じてい

15 

済的価値を原告から

たことを否定するに足りるものではない。

ウ(7)借地権の有無は土地及び建物の売買契約において極めて重要な事項で

あり、借地権付建物の売買においては、契約書に借地権の価額が明記さ

・れることが通常であるところ、本件売買契約書において、売買の対象物

20 

25 

として記載されているのは、本件各土地及び本件建物であり、本件借地

権は記載されていない。この点、上記アで述べたとぉり、借地契約の当

事者間で土地の無償返還の合意がされた場合の経済実態を踏まえると、

第三者に当該土地を譲渡する場合、当該土地の売買代金額について、更

地価格から借地権の価額を控除せずに設定することが当事者の合理的意

思と考えられるところ、本件においても、本件売買契約書に本件各土地

の代金が「54億 218 0万 10 0 8円」と明確に記載されており、上

記のとおり、本件各土地の借地権価額を控除するなどの記載はないこと

は、無償返還の合意を前提とする当事者の合理的意思に合致するもので

12 
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ある。

さらに、本件売買契約書には、「売主らは無瑕疵・無担保の本物件所有（イ）

5
 

10 

権を買主に移転することを保証し、本物件につき、抵当権、地上権、賃

、借権（ただし、既存賃借権契約を除く。）その他買主の完全な所有権の妨

・げを取り除かれなければならない。」と定められている（なお、ここでい

う「既存賃貸借契約」とは、本件定期賃貸借契約を指すものである。）こ

と、本件各土地の所有者となった一と本件・建物の所有者と

なった＇~一時使用目的の土地の賃貸借契約を締結して
いることからすれば、本件各土地については、賃借権 ・借地権）の負担

がないものが引き渡されること（本件借地権を売買の目的とする意思が

なかったこと）が本件売買契約における当事者の合理的意思というべき

である。

工

15 • 

20 

以上のとおり、本件売買契約書等に基づき、当事者の意思を合理的に解

釈すれば、当事者は、本件売買契約において、本件各土地の売買代金につ

き、本件借地権の価額を算定し、これを本件各土地の更地価額から控除し

て売買代金を算定しておらず、本件借地権の設定を考慮せずに売買代金の

合意をしたものであるから、本件借地権を売買の対象としていないという

べきである。

したがって、原告の平成28年分の所得税等に係る譲渡所得の金額の計

算において、総収入金額に本件各土地に係る借地権価額相当額を算入すべ

きであるから、上記総収入金額は、本件各土地の売買代金全額である 54

億2.18 0万10 0 8円となる。 ． 

（原告の主張）

25 

は、9 本件売買契約に先立ち、一が借地権を有

することを当然の前提として、諸要素を勘案して、一ぶ有する借

地権の価額を本件各土地の売買価格20バーセント相当額である10億8-

. -13,. 
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4 3 6万 02 0 0円とし、原告が取得する売買代金を、本件各土地の売買

価格の80パーセント相当額である 43億37 4 4万080 6円とずるこ

5
 

とを明確に合意（本件合意）している。したがって、当事者が借地権を譲

渡の対象としていない、原告から一しこ借地権部分に相当する経済

・・的価値の移転がないことを前提に本件売買を行う意思であったなどと解す

る余地はない。

イ

10 

本件合意に至る経緯は、次のとおりである。 ， 

平成28年4月頃、本件不動産の隣地を取得した- から原告と■
ー に対し、本件不動産を売ってもらえないかとの申し入れがあった

ところ、原告は、前年の平成27年4月に本件各土地を取得したばかりで

＼あり、早期の売却は短期譲渡に当たり課税上不利となるため、当初、売却

には消極であった。

一方、

15 

ま、本件建物が昭和41年築であり、近い将来におい

て建て替えの必要性があると考えており、売却の条件次第では一 に

売却する方が有利であると考えた。

20 

そして、同年5月12日、・・'・・から購入金額55億10 0 8円とい

う好条件が提示されたため、原告と一 は、本件不動産の売却を進

めることとした。

原告と一 は、売買するとしても本件各土地の売買代金の配分に

ついて協議する必要があると考え、協議の結果、相当地代通達8を参酌し、 • 

原告が取得する売買代金を、本件各土地の売買価格の 80パーセント相当

額である43億3744万080 6円とし、 一 が取得すべき売買

25 

代金を本件件各土地の 20パーセント相当額である10億84,3 6万02 

0 0円を含む金額として、借地権割合を本来の 90パーセントから 20パ

ーセントに大幅に下げて、さらに譲渡経費（土地に関する登記費用を除く。）

,e-が全額負担することを条件に、 本物件を共同売却することに

14' 
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上記本件売買契約に至る経緯に照らしても、本件合意は、極めて自然な
公

ウ

5
 

10 

内容となっている。

また、-'は、本件建物を所有して、一から本件建物の月

額賃料 140 0万円を受領し、年間1億6,800万円の賃料収入を得てお

り、原告への年間地代支払額48 0 0万円を除いても、年間 1億20 0-0 

万円の収益を上げており、その収益を売却により手放す以上は：、＇~
・においてそれ以上の譲渡対価を求めることは当然であり、本件建物の売

買代金78 2 0万円のみで第三者に売却することは経済的合理性を欠くも ・
のである。また、本件不動産の売却に係る経費 1億80 3 0万60 0 0円

を全額負担しており、 これは本件建物の売買代金78 2 0万円を大幅に超

15 

えており、仮t:本件売買契約~;:;おいて-'が取得する対価が、本件

建物の売買代金 78 0 0万円のみであるとすると上記売買手数料の負担に

より 1億円以上の損失となる。本件建物当事者の合理的意思解釈として、

が本件売買契約の締結にあたり本件借地権に相当する価原告と

20 

値の移転がないものとして売却する意思であるということはあり得ない。

ェ、本件売買契約書を見ても、原告の一に対する売買代金が54億2

1 8 0万 1o・o 8円であるとの記載は一切ない。原告と一は、．原

告が取得する売買代金を43億3744万08 0 6円とすることを明確に
合意し、実際に原告は同額を本件売買契約の売買代金として受領して、税

務申告している。本件更正処分が適法であることは被告が主張立証責任を

負うものであり、原告の本件売買契約に係る譲渡所得が54億21 8 0万

1 0 0 8円であると解すべき特段の事情があることを被告が主張立証すべ

きである。

25 被告は、本件売買契約書の記載のみを当事者の合理的意思解釈の直接証

・・一・
は、本件合意が当事拠として挙げるが、前記のとおり、原告と

15 
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者の合理的意思解釈の直接証拠である。

件借地権は本件不動産の取得と同時に混同で消滅することになるため、原

告と一 のそれぞれいくらかで譲り受けるかなど、何らの関心もな

いのであり、本件不動産売買契約書に原告と一がそれぞれ取得す

る代金を記載する必要はなく、記載しなかったとしても何ら不自然ではな

また、買主である一は、本

しヽ。

オ

10 

被告は、 一 と一 との間の一時使用目的の土地の賃貸

借契約の存在を指摘し、本件借地権が本件売買契約の対象となっていない

旨主張するが、- と

付け不動産売買契約書において、本件不動産を

15 

との間の平成28年6月10日
.:.... 
に売却する

. . - ・ 

旨合意したところ、本件各土地を同年6月23日、本件建物を同年9月2

3日に譲渡することになったため、本件各土地の譲渡後、本件建物の譲渡

日までの一時的使用目的の土地賃貸借契約を締結したものである（本件借

地権は、平成28年6月2・3日時点で、 一か原告及び- か

ら本件不動産の所有権を取得し、混同により消滅）。したがって、上記一時

使用目的の土地の賃貸借契約が存在するからといって、本件借地権が本件

・・ カ

売買契約の対象となっていないということを根拠づけるものではない。

被告は、法人税基本通達13-1 -7を当事者の合理的意思解釈の一事

情として位置付ける。

20・ 

しかし、同通達は、法人地主である場合の規定であ

り、本件のように個人地主である場合の規定ではなく、本件における当事

者の合理的意思解釈の一事情となるという主張は失当である。

また、同通達において、無償返還届出書を提出したことにより借地権部

分に相当する経済的価値の移転がないものとみなされるわけではなく、法

人地主は相当の地代を収受しているものと税務上みなされる結果、借地権

25 の経済的価値が借地人に移転していないとみなされるのであり、地代の認

定課税が行われない個人地主の事案において、当事者が借地権部分に相当

16 
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する経済的価値が借地人に移転していないことを前提として不動産売買を

行ったという解釈自体が成り立たない。 ． ． ． ． ． 

原告の平成28年分の所得税等に係る譲渡所得の金額の計算において、
総収入金額に本件各土地に係る借地権価額相当額を算入すぺきではなく、．

5
 

総収入金額は、本件各土地の売買代金の 80パーセン1卜相当額である43 

億3744万08 0 6円である。 '. • 

(2) 争点2

10 

（原告の平成28年分の所得税等に係る譲渡所得の金額の計算にお

いて、総収入金額に未経過固定資産税・都市計画税相当額の全額（7l 1万

7 0 1 0円）を算入すべきか、 80％相当額・(56 9万 36 0 8円）

すべきか。.)

を算入

．．． 

15 

20 

（被告の主張） ． 

上記（1)（被告の主張）のとおり、本件各土地の売買代金の全額が、本件各土

地の譲渡に係る原告の譲渡所得の総収入金額に算入すべき金額であること

からすれ・ば、平成2_8年度の本件各土地に係る固定資産税及び．都市計画税

のうち本件各土地の引渡の日（平成28年6月23日）以降に係る部分につ

いて、精算金として原告がl·~ （以下「本件未経過固

定資産税・都市計画税相当額」という。）についても、•その全額である 7 1 1 

万70 1 0円を本件各土地の譲渡に係る原告の譲渡所得の総収入金額に算

入すべきである。

（原告の主張）

25 

上記（1)（原告の主張）のとおり、本件売買契約について、本件各土地の売買

代金の20パーセント相当額を本件借地権の対価とすること及び原告の取

得する代金を本件各土地の売買代金の 80パーセント相当額とすることに

は合理性があるから、本件未経過固定資産税・都市計画税相当額のうち、 8

0パーセント相当額である 56 9万3・60 8円が原告の本件各土地の譲渡

に係る総収入金額として計上されるべきである。

17 
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したがって、本件未経過固定資産税・都市計画税相当額の全額を本件各土

地の譲渡に係る総収入金額として計上すべきとする本件各処分には根拠がな

（理由付記の不備の有無）

5
 

10 

15 

ヘ・

20 

く、違法である。

(3) 争点3

（被告の主張）

ア 行政手続法 14条1項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由

を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を

課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判

断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を

名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨である。

イ 本件通知書には、本件賃貸借契約書8条（無償返還の合意）があること、

原告が処分行政庁に本件無償返還届出書を提出したことから、一

，の借地権価額は零と認められることを理由に、処分行政庁は本件各土地の

譲渡代金全額が原告の総収入金額（所得税法36条 1項）に算入されると

判断したことが示された上で、納付すべき所得税等の額及び過少申告加算

税の額を算出する経過が示されている。したがって、本件通知書の記載自

体から、処分行政庁が一の借地権価額を零と判断した根拠、本件

未経過固定資産税．都市計画税相当額を算入すべきとした根拠が明らかと

なった上、分離短期譲渡所得の金額を算出し、同金額を元に納付すべき所

得税等の額及び過少申告加算税の額が明らかとなっている上、

なる条文の指摘もされているなど、行政庁の恣意抑制の見地からみても欠

けるところはなく、原告の不服申立ての便宜に欠けることもない。

その根拠と

ウ のとおり、原告は、本件各処分の理由の提示にあた

り、本件是認通知との関係についての記載がなく、•，9 理由提示に不備がある

旨主張するが、行政事件手続法14条1項本文は、原告（名宛人）に対す

る不利益処分の理由の提示を求めているにすぎないのであって、他者であ

下記（原告の主張）

25 

1 8 
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、 •: に対する処分の内容や同処分との関係について摘示すること

は要求していなぃ。

工 以上のとおり、本件通知書における処分の理由の提示は、行政手続法 1

4条 1項の趣旨・目的を充足するものであり、本件通知書に記載された処

5
 

分の理由の提示に不備はない。

（原告の主張）

ァ

10, 

15 

イ

行政手続法 14条1項が理由の提示を求める趣旨は、名宛人に直接義務

を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の

判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由 '

を名宛人に知らせて不服申立てに便宜を与えることにある。したがって、

処分理由は、処分通知書の記載自体から明らかでなければならず、単なる

根拠法令の摘記は、理由記載に当たらず、また、理由付記は、相手方に処

分の理由を示すことにとどまらず、処分の公正さを担保するものであるか

ら、相手方がその理由を推知できるか否かにかかわらず、第三者において

もその記載自体からその処分理由が明らかとなるものでなければならない。

本件通知書には、本件売買契約において、どのような解釈に基づき、ど

の法令等に基づき、いかなる判断過程により、本件賃貸借契約8条 1項の

規定及び無償返還届出書の提出によって

るとの結論に至ったのか、全く示されていない。

20 

の借地権価額が零であ

まt̀'・・・■の借地権
価額が零になることから何故原告の総収入金額が決定されることになるの

25 

か、全く判断できない。

本件通知書に記載された本件各処分の根拠法令は、所得税法3-6条 1項、

同法33条3項のみであり、これらは所得税の収入金額に対する総論的な

条文であり、その記載内容からして詳細な理由付記が求められる。 • 

これらの規定のどの文言をどのように解釈すれば、無償返

還届出書が提出されている場合に借地権の価額が零になるのか、土地所有

したがって、

、ヽ

19 
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者の総収入金額が借地権価額を含めた価額となるのかについて、その判断

過程や根拠となる法令通達が示されておらず、本件通知書の記載自体から

その処分理由が明らかとなるものではないから、行政手続法14条 1項本

5
 

ウ

文の理由の提示に当たらない。

処分行政庁は、一根本件各土地の売買代金の20パーセント相

当額を「固定資産税売却益」として計上した法人税などの確定申告に対し、

税務調査を行った上でこれを是認している。本件売買契約に関する課税関

係について、原告と

10 

は表裏一体の関係にあり、同じ処分行政庁

が本件各土地の売買価額の全額が原告に帰属すると判断するのであれば、

課税の公平・公正、行政庁の恣意の抑制、，不利益処分の対象者である原告

工

の不服申立ての便宜の点からも、本件各処分に係る理由の提示において、

本件是認通知との関係を記載すべきであるが、そのような記載は一切され

この点においても本件更正処分の理由提示には不備がある。

以上のとおり、本件各処分の理由の提示に不備があることは明らかであ

ておらず、

15 • 

第3

1 

り、本件各処分は違法である。

当裁判所の判断

争点 1 （原告の平成28年分の所得税等に係る譲渡所得の金額の計算におい

て、総収入金額に本件各土地に係る借地権価額相当額を算入すべきか否か。）

(1}譲渡所得の判断枠組み等

20 

25-

ア 所得税法33条1項は、譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう旨

規定し、同条3項は、譲渡所得の金額は、その年中の当該所得に係る総収

入金額から当該所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要

した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額から譲渡所得の特別控

除額を控除した金額とする旨規定している。

そして、譲渡所得に対する課税は、資産の値上りによりその資産の所有

者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に

.、・
20 
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・移転するのを機会に、 これを清算して課税する趣旨のものと解すべきであ

り、売買交換等によりその資産の移転が対価の移転を伴うときは、右増加．，

益が対価のうちに具体化されるので、法はこれを課税の対象として捉えた

（最高裁昭和43年10月31日第一小法廷判決・ものと解すべきである

5
 

•10 

>

ィ

15 

20 

集民92号79 7頁、最高裁昭和47年 12月26日第三小法廷判決・民

集26巻10号20 83頁参照）。

そうすると：複数の者がそれぞれの有する資産を第三者に一括して有償

で売却した場合における各資産の所有者に係る譲渡所得の総収入金額は、

当該売買の対価のうちに占めるそれぞれの資産の所有者に帰属すべき資産 ．

の増加益が具体化された金額により計算されるものと解すべきであるから、

本件売買契約における原告の譲渡所得の総収入金額は、本件売買契約の売

買代金（対価）のうちの原告の所有する本件各土地という資産の増加益が

具体化された金額によることになる。

本件各土地には、本件賃貸借契約に基づく-'の借地権．（本件借

地権）が設定されており（前記前提事実(2)エ）、かつ、原告及び一

■は、本件賃貸借契約において、いわゆる無償返還の合意をした上で、東、
山税務署に本件無償返還届出書を提出していることから（前記前提事実 (2)

力）、本件売買契約の売買代金（対価）のうちの原告の所有する本件各土地

という資産の増加益が具体化された金額とは、本件各土地の底地部分に相

当する金額であるか（原告の主張）、これに加えて借地権部分に相当する金

額を含むか（被告の主張）について以下、検討する。 ・

(2) 借地権に係る課税上の取扱い

ア 地主が法人である場合

(7)原則的な場合

25 

，．． 

借地権の設定は、借地借家法により借地人の地位に強い保護が与えら

れている結果、経済的、実質的には所有権の権能の一部を譲渡するとい

21..' 
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う側面があるから、借地権を設定する際、地主から借地人に対し借地権

部分に相当する経滋的価値の移転があったと見るべき経済実態が存在す

る場合には、借地権部分に相当する経済的価値の移転の対価として権利

5
 

金等の授受が広く行われている。そして、かかる権利金等の授受の慣行

が存在するにもかかわらず、法人が権利金等の授受なくして借地権を取

10 

得した際には、法人税法22条2項に基づき、「無償による資産の譲渡又

は譲受け」として、当該法人に対し、権利金相当額につき認定課税を行

うのが原則である。

（イ）相当の地代の支払がある場合

地主である法人が、権利金等の授受に代えて、相当の地代を収受する

ものとされている場合、経済的には、当該地代の資本還元額が当該土地

の自用地としての価額と同等となるから、借地契約当事者間においては、

地主に当該土地の自用地としての価額がそのまま残されていて、借地権

部分に相当する経済的価値は借地人に移転していないと見ることができ

15 る。したがって、このような場合、当該土地の使用に係る取引は正常な

取引条件でされたものであり、借地権部分に相当する経済的価値の移転

はなかったものとして、権利金の認定課税は行われない（法人税法施行

20 

25 

令 13 7条、法人税基本通達13 -1 -. 2参照）。、』

一方で、借地権の設定にあたり、権利金等が授受されておらず、地代

の額が相当の地代に満たない場合については、同法施行令 13 7条の適

用はなく、原則として、権利金の認定課税が行われることになる（法人

税基本通達 13-1 -3)。

（り）無償返還届出書が提出されている場合

借地権の設定にあたり、権利金等が授受されておらず、地代の額が相

当の地代に満たない場合であっても、その借地権の設定等に係る契約書

において将来借地人等がその土地を無償で返還すること（無償返還合意）

22 
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→ が定められており、かつ、その旨を地主が借地人等との連名の書面（無

．償返還届出書）により遅滞なく当該法人の納税地の所轄税務署長に届け,. 

5
 

出たときは、相当の地代の額から実際に収受している地代の額を控除し

た金額に相当する金額を借地人等に対して贈与したものとして取り扱わ

れ、権利金の認定課税は行われない（法人税基本通達 13-1-7)。

その趣旨は、例えば同族会社とその役員等のような利害の共通する特

殊な関係性を前提とすれば、将来において借地人から地主に対して借地・

10 

権に係る権利主張がされることが想定されず、そのような場合にまで常

に権利金の認定課税を行うとするこどは経済実態に即さないことから、

無償返還合意がされ、無償返還届出書が提出されている場合には、土地

所有者から借地人に対して相当の地代の額と実際に収受している地代と

の差額につき認定課税が行われ、権利金の認定課税は行わないことを定

めたものと解される。

15 

イ

そして、法人税基本通達13-1-7に基づき、無償返還届出書が提

出されている場合の上記のような経済実態を課税関係に反映させること

には、合理性があるというべきである。 • 

地主が個人で借地人が法人である場合で、無償返還届出書が提出されて

いるとき

地主が個人で借地人が法人である場合であっても、地主（個人）が借地

20 、人（法人）

25 

との連名で無償返還届出書を提出することは可能であるから、

前記ア（ウ）のとおり、借地権の設定にあたり、権利金等が授受されておらず、

地代の額が相当の地代に満たない場合であっても、無償返還合意がされ、

無償返還届出書が提出されている場合、借地人である法人については、法

人税基本通達 13-1-7が適用され、相当の地代の額と実際に収受して

いる地代との差額を借地人等に対して贈与したものとして取り扱われ、権

利金の認定課税は行われない。

23 
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(3) :検討 ） f 

ア 無償返還届出書が提出されている場合の、借地権部分に相当する経済的

価値の移転の有無について

前記 (2)ア（り）の法人税基本通達 13-1-7の趣旨からすれば、無償返

5 還届出書が提出されている場合に、相当の地代の額と実際に収受している

地代との差額につき認定課税が行われ、権利金の認定課税が行われないの

は、相当の地代の支払がある場合（前記(2)ア（イ））と同様、借地契約当事

←; 

者間においては、地主に当該土地の自用地としての価額がそのまま残され

ていて、借地権部分に相当する経済的価値が借地人に移転していない経済

10' 実態があるからであると解される。

そうすると、無償返還届出書の提出とは、地主が借地人との間で、将来

において契約に基づき借地人から無償で土地の返還を受ける合意をしてい

ることを届け出るものであるが、その性質は、地主が、所轄の税務署長に

対し、上記の経済実態を前提にした課税上の取扱いを受けることを目的と

15 .. して行うものであって、課税関係において、借地権部分に相当する経済的

価値が借地人に移転していないという経済実態があることを、地主自らが、

所轄の税務署長に対して明らかにする趣旨の届出であるもの．と解するのが

相当である。

イ 地主が個人で借地人が法人である場合で、無償返還届出書が提出されて

20 いるときの、借地権部分に相当する経済的価値の移転の有無について

前記(2)イのとおり、地主が個人で借地人が法人である場合であっても、

地主（個人）が借地人（法人）との連名で無償返還届出書を提出すること

は可能であるところ、無償返還届出書を提出することによって、地主（個

人）は、法人税基本通達13-1-:-7.の適用を受けることはないものの、

借地入（法人）は、法人税基本通達13-1-7が適用され、借地権部分

に相当する経済的価値が借地人（法人）に移転していないという経済実態

25 

24 
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を前提にした課税上の取扱いを受けることになる。そして、前記アのとお

り、無償返還届出書の提出とは、借地権部分に相当する経済的価値が借地

．． 人に移転していないという経済実態があ・ることを、地主自らが、所轄の税

務署長に対して明らかにする趣旨のものであり、無債返還届出書の提出が

された場合の借地権に係る課税関係については、法人税のみならず、相続

税や贈与税等に係る課税関係においても上記経済実態を前提にした取扱

いがされるべきものである。

10 

したがって、地主が個人で借地人が法人である場合で、無償返還届出書

が提出されているときには、地主（個人）の譲渡所得に係る課税関係にお

いても、地主が自ら届け出た上記の経済実態（借地権部分に相当する経済

的価値が借地人に移転していない結果として、当該土地賃貸借契約の相手

方である地主（個人）の下に借地権部分に相当する経済的価値が残ってい

るという経済実態）を前提にした取扱いがされるべきものと解するのが相

当である：

. 15 ウ
l 

本件について

(Y)本件については、前記前提事実 (2)エ、力、キ、 (3)ヴによれば、原告

は、平成27年 4月1日、一との間で、本件賃貸借契約におい

て、本件各土地の無償返還の合意をし、東山税務署長（処分行政庁）に

-- ・ ・ 
の貸借対し、本件無償返還届出書を提出したこと、その後も

20 対照表には本件借地権が資産として計上されておらず、本件売買契約締

結時（平成28年5月26日）までの間に、本件無償返還届出書に係る
土地の使用に関する権利等に変動が生じた旨の届出はされていなかった

：ことが認められる。

-: ,25 

．そして、、原告は、本件無償返還届出書の提出により、課税関係におい

て、借地権部分に相当する経済的価値が原告（地主）から （借

地人）に移転していない結果として、本件賃貸借契約の相手方である原

25 
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告（地主） の下に借地権部分に相当する経済的価値が残っているという

., 
経済実態があることを、自ら税務当局に対して明らかにしたものと認め

られ、また、本件借地権の設定から本件売買契約締結に至るまでの間に

、おいて、 ＇原告から に本件借地権の経済的価値の移転があった

5
 

10 

15 

20 

工

とみるべき事情（経済実態）があるとは認められない。

そうすると、本件売買契約締結時において、本件各土地の借地権部分

に相当する経済的価値は原告に帰属していたものと認められる。

（イ）さらに、前記前提事実(3)アないしウによれば、本件売買契約書には、

売買代金の内訳として、本件各土地合計54億21 8 0万10 0 8円、

本件建物78 2 0万円と記載されており、売主（原告及び一）

と買主(-)との間においては、本件売買契約書の記載と異なる

特段の合意がされたものとは認められないから、本件売買契約において、

売主（原告及び-)と買主（一）との間においては、原

告の所有に係る本件各土地を合計54億21 8 0万 10 0 8円で売却し、

の所有に係る本件建物を78 2 0万円で売却する旨の意思表

示の合致があったものと認められる。そして、、本件各土地の売買代金で

ある 54億 21 8 0万10 0 8円という金額は、本件売買契約締結時に、

借地権部分に相当する経済的価値が原告に帰属していたという前記(Y)

の経済実態を前提に決定されたものであって、本件各土地の底地部分に

相当する金額に加えて、借地権部分に相当する金額を含むものと認めら

れる。

小括

以上によれば、本件売買契約の売買代金（対価） のうちの原告の所有す

25 

る本件各土地という資産の増加益が具体化された金額とは、本件各土地の

底地部分に相当する経済的価値に加えて、借地権部分に相当する経済的価

値の移転による増加益が具体化された金額であるというべきであるから、

26 
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本件各土地の底地部分に相当する金額に加えて、借地権部分に相当する金

額を含むものと解するのが相当である。

ア

5
 

(4)原告の主張について

原告は、法人税基本通達 13----: 1-7は、無償返還届出書を提出した場・

合、法人地主は相当の地代を収受しているものと税務上みなされる結果、

借地権の経済的価値が借地人に移転していないとみなされるのであり、相

当の地代と実際に収受する地代との差額の認定課税が行われない個人地主 ． 

当事者が借地権部分に相当する経済的価値が借地人に移．

転していないことを前提として不動産売買を行ったという解釈自体が成り

の事案において、

10 

15 

・・立たないと主張する。

しかし、前記 (3)イのとおり、本件については、個人地主である原告に法

人税基本通達 13"""'.""l.-7 が適用されるわけではないことを前提に•しつつ

も、地主である原告が本件無償返還届出書の提出によって自ら届け出た上

記の経済実態を、地主（個人）の譲渡所得の課税関係においても前提にし・ヽ

た取扱いがされるべきであると解釈するものであるから、原告の上記批判

は当たらない。

20 

＾ 25 

イ原告は、相当地代通達8の趣旨に照らせば、原告と！

おいて、借地借家法の制限を受ける土地賃貸借契約が存在し、ー原告が当該

借地権の負担のある土地を＇’|~に譲渡したという経済実態から
すれば、．原告の土地の売却価額を本件各土地の売買代金の80パーセント

とするべきである旨主張する。

しかし、相当地代通達は、借地権等についての相続税及び贈与税の取扱

いを定めたものであるから、人が相続や贈与によって取得した借地権等を

対象として課税する場合の、当該借地権等の評価について定めたものにす

ぎない。また、相当地代通達8の趣旨は、無償返還届出書が提出されてい

との間に

る場合の借地権の価額は零として取り扱うこととされているものの（相当

27 
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10 

地代通達 5)、無償返還届出書が提出されている場合であっても、借地借家

法の制約を受け得るところ、相続開始により土地が返還されるものではな

く、相続後に当該土地の返還を受ける際．に借地人からー相続人に対して借地

借家法に基づく主張がされる可能性があることなどを考慮して、相続税等

の取扱いにおいては、当該土地の価額を評価するにあたり一定の減額をす

ることを定めたものと解される。そうすると、本件のように、資産の所有

者に帰属する資産の増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れ

て移転する機会に清算して課税する場合とは場面が異なることから、譲渡

所得の総収入金額の計算にあたり、相当地代通達 8を参酌して、本件各土

地の譲渡に係る原告の譲渡所得の総収入金額を本件各士地の売買代金の

8 0バーセントであると評価することはできない。

ウ 原告は、原告と-が、本件売買契約の締結に先立ち、一

・が本件借地権を有することを当然の前提として＾本件合意により本件各

15 

土地の対価を43億3744万Q.80 6円と定めた上で、本件売買契約を

締結し、実際にも同額を受領したのであるから、本件各土地の対価は同額

であって、これに本件借地権の対価を加えるのは違法である旨主張する。

そして、前記前提事実 (2) キ及び証拠（乙 1 、 2) によれば、原告及び~

ーは、本件売買契約の締結の前に、本件各土地の売買価額から借地

．．権相当額の20パーセント相当額を控除した金額が原告の取得する売買代

20 金でぁる旨合意（本件合意）し、本件合意に従って本件売買契約の売買代

金を精算したことが認められる。

T
 

しかし、前記 (2)アによれば、相当の地代の支払がある場合には、借地人

には、借地借家法上の借地権が帰属しているものの、課税関係においては

借地権部分に相当する経済的価値が移転していないものとされているので

25 あるから、借地借家法上の借地権という権利の帰属と、課税関係における

..・借地権部分に相当する経済的価値の帰属とは異なり得るものというべきで

28. 
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ある。そして、前記 (3)ウのとおり、本件では、原告は、本件無償返還届出

書の提出により、課税関係において、・借地権部分に相当する経済的価値が ．

原告（地主）から一（借地人）に移転していない結果として、本

件賃貸借契約の相手方である原告（地主）の下に借地権部分に相当する経

5 ・るといぅ経済実態があることを、自ら税務当局に対し

て明らかにしたものと認められ、また、本件借地権の設定から本件売買契

約締結に至るまでの間において、原告から一に本件借地権の経済

的価値の移転があったとみるべき事情（経済実態）があるとは認められな

い。そして、前記(3)ウのとおり、本件売買契約により、原告は、その所有

10 に係る本件各土地の対価として-から54億21 8 0万10 0 8円

を取得し、|~その所有に係る本件建物の対価として一
から 78 2 0万円を取得したことが認められるのに対し、本件合意は、共

同売主である原虹■■■＇との間で、買主である-から受領し
・た上記対価について分配の合意をしたものにとどまり、本件合意が原告か

15. ':::>＿に本件借地権の経済的価値が移転していたという経済実態を

反映したものであるとは認められない。

なお、原告は、本件定期貸借契約により-＇~が年間約 1 億2 0 0 

0万円の賃料収益を上げていたこと等からすれば、本件売買契約により・

ーが得る利益が本件建物価額78 2 0万円のみとすることは経済的

20 ・ 合理性がない旨主張するが、本件借地権の設定から本件売買契約締結に至

るまでの間において、原告から一に本件借地権の経済的価値の移

転があったとみるべき事情（経済実態）があると認められないことは上記

のとおりであり、原告の上記主張は、本件売買契約よって一が得

~i 25 

る利益につき経済的合理性がないことを指摘するものにすぎず、これをも

って原告から一に本件借地権の経済的価値が移転していたとみる

べき事情（経済実態）があるとは認められない。

ヽ,.
 29 
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(5) 小括・

以上によれば、原告の平成28年分の所得税等に係る譲渡所得の金額の計

算においては、総収入金額に本件各土地に係る借地権価額相当額を算入すべ

きであるから、本件各土地の譲渡に係る原告の譲渡所得の総収入金額は、本

5
 

件各土地の売買代金全額である54憶21 8 0万10 0 8円となる。

2・争点2（原告の平成28年分の所得税等に係る譲渡所得の金額の計算におい

・て、総収入金額に未経過固定資産税・都市計画税相当額の全額（71 1万70 

1 0円）を算入すべきか、＿80 ％相当額 (56 9万36 0 8円） を算入すべき

か。）

10 (l)平成28年度の本件各土地に係る固定資産税及び都市計画税の額の合計額

のうち、本件各土地の引渡しの日（平成28年6月23日）以降に係る部分

について、精算金として、原告が買主である一から受領した金額（本 ．． 

件未経過固定資産税・都市計画税相当額）について、その全額が71 1万7

0 1 0万円であること、本件未経過固定資産税・都市計画税相当額が譲渡所

15 

(2) 

20 

得に係る総収入金額に含まれること自体は争いがない。

そして、上記1のとおり、本件各土地の譲渡に係る原告の譲渡所得の総収

入金額は＇、本件各土地の売買代金全額であるから、本件未経過固定資産税・

都市計画税相当額についても、その全額である71・1万70 10円を本件各

土地の譲渡に係る原告の譲渡所得の総収入金額に算入すべきである。争点 1

について、本件各土地の売買代金の 2・0パーセント相当額を本件借地権の対

• 25 

価とすること及び本件売買契約に係る原告が取得すべき売買代金を本件各

土地の売買代金の80パーセント相当額とすべきことを前提に、本件未経過

固定資産税・都市計画税相当額についても、 80パーセント相当額（56 9 

万36 0 8円）の限度で、本件各土地の譲渡に係る原告の譲渡所得の総収入・

金額に算入すべきであるとの原告の主張は、採用できない。

3
 
争点3 （理由付記の不備の有無）．

30 
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(I)行政手続法14条1項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を

名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し

又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎

重と合理性を担保1してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に

知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして、

同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、上記のような同項本

文の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る処分基

・準の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の

原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである（最高

• 10 裁平成23年6月7日第三小法廷判決・民集65巻4号208・1頁参照）。
(2) これを本件についてみると、前記前提事実 (4)工によれば、本件通知書に

5
 

は、本件各処分の理由として、①原告の平成•2 8年の所得税等の確定申告書

について、調査の結果、分離短期譲渡所得に係る総収入金額の金額に誤りが

あること、②本件売買契約により一に本件各土地を譲渡した代金54

.15 億2180万10 0 8円、本件不動産契約書11条に基づき受領した未経過

固定資産税．都市計画税相当額71 1万70 1 0円の合計である54億28 

9 1万80 1 8円が所得税法36条 1項に規定する「総収入金額」となるこ

＇ と、③無償返還合意の存在及び無償返還の届出により-'の借地権価

格は零と認められ、一が借地権の対価として取得した金額を総収入

20 金額から差し引くことはできないことなどが記載されていることが認めら

れる。そうすると、原告の平成28年分の所得税等に係る譲渡所得の金額の

計算において、総収入金額に本件各土地に係る借地権価額相当額を算入すべ

きであるとの結論に至る理由として、無償返還届出書の提出に係る解釈、所

•. 25 

得税等の具体的な金額の説明、根拠法令等が記載されているということがで

，きるから、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して本件各処分が．

されたのかを、本件各処分の相手方である原告においてその記載自体から了

31 
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・知し得るものとなっているものと認められる。 ． ．． 

したがって、本件通知書に記載された本件各処分の理由は、行政庁の判断

の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに処分の理由を名宛人

に知らせて不服申立ての便宜を図るという行政手続法14条1項の趣旨に沿

って十分な記載がされているということができるから、理由提示の不備によ

(3)・ 

る違法は認められない。

原告は、①無償返還合意の存在及び無償返還届出書の提出により本件借地

10 

15 

20 

権の価額は零と認定したこと（上記 (2)③）について、根拠となる規定やその

解釈等が示されていない、②本件処分の理由として、本件各処分と一 9 .

・に対する本件是認通知との関係を記載すべきであったにもかかわらず、こ

れが記載されていない旨主張する。

しかしながら、本件通知書の記載は、無償返還合意の存在及び無償返還届

出の提出という事実関係に基づき、-'の借地権価格が零と評価され、

総収入金額の計算において、本件各土地に係る借地権価額相当額を算入すべ ＇

きであるとの結論が導かれた理由を、本件各処分の相手方である原告におい

てその記載自体から了知し得るものであることは前記(2)のとおりである。

上記①については、上記結論を導く理由として、無償返還合意の

存在及び無償返還届出書の提出により本件借地権の価額が零と評価されるべ

きであるとい9う解釈が示されているのであるから．、さらに、そのような解釈

を採る根拠が示されていないことをもって、理由の提示として不十分である

ということはできない。また、上記②については、一は本件各処分

の当事者（名宛人）ではなく、 一 に対する本件是認通知の存在や内

容が、原告に対する本件各処分の前提になっている•ものでもないことからす

そして、

．，； 25 

れば、本件各処分の理由提示として本件各処分と本件是認通知の関係につい

て記載することが必要であるとは認められない。

したがって、、原告の上記主張は採用することができない。—·

32 
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5
 

10 

原告のその余の主張も、前記認定判断を左右するものではない。

5 本件各処分の適法性について

以上説示したところに弁論の全趣旨を総合すれば、原告が平成28年分の所

得税等について納付すべき税額は、別紙6「被告の主張する本件各処分の根拠

及び適法性」記載 1の(1)のとおりであると認められ、本件更正処分における納

'付すべき税額（別紙5の「更正処分等」欄の「納付すべき税額」欄参照）と同

額であるから、本件更正処分は適法である。

そして、本件更正処分は適法であるところ、本件更正処分に伴って賦課され

るべき過少申告加算税の額を計算すると、別紙6 「被告の主張する本件各処分

の根拠及び適法性」記載2の(1)のとおりであると認められ、本件賦課決定処分

．．・における過少申告加算税の額（別紙 5の「更正処分等」欄の「過少申告加算税

第4

の額」欄参照）

結論

と同額であるから、本件賦課決定処分は適法である。

よって、原告の請求は、いずれも理由がないからこれを棄却することとし、

15 主文のとおり判決する。・

大阪地方裁判所第2民事部

• I 

20 裁判長裁判官

横 田 典 子

T
 

2.5 裁判官

宮 崎 陽 介
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裁判官

5
 

橋 本 康 •平

．、

， 
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別紙1

指定代理人目録

岩崎絵未、花谷愛華、平山峻次、村上一成、松谷純子、今井早織、比嘉佳子、西

5
 

田智美

以上

L
 ＇ 
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物 ：件 目 録

ー 所

地》番

＇在

地

地
目

積

2
 
所

、

地

地

地

・・
 

在

番

目

積

— . 

宅地

6 4. 2 6平方メートル

一宅地
3 1 • • 

.. 

43平方メートル

3
 
所 •在

家屋番号 --
種

構
類

造

店舗・事務所

鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付5階建

床面積 1階

2階

3階

地下1階

.

.

.

 

.

.

 

9

.

3

3

 

7

8

8

 

4階 78. 

, 5階 3 3. 

8 4. 

5 5平方メートル

1 2平方メートル

1 2平方メートル

85平方メートル

3 3平方メートル‘

2.7平方メートル

w、J::.
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関係法令等の定め

ー

(1) 

所得税法

譲渡所得の定義

） 

• . 

:.. 

所得税法33条 1項は、譲渡所得とは、資産の譲渡（建物又は構築物

の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に

土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条

において同じ。）による所得をいう旨規定する。 ．． 

同条 2項は、次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする旨

・規定する。

ァ たな卸資産｀（これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。）

の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡によ

る所得

イ アに該当するもののほか、‘山林の伐採又は譲渡による所得

(2) 譲渡所得の金額の算定について

所得税法3.3条3項は、ヽ譲渡所得の金額は、次に掲げる所得につき、

それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因と

なった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を

その残額の合計額から譲渡所得の特別控除額を控除した金額

とする旨規定する。

資産の譲渡でその資産の取得の日以後5年以内にされたものによ

る所得（政令で定めるものを除く。）

資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの

収入金額に関する定め

控除し、

ア

イ

(3) 

T
 

所得税法 36条 1項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金

額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあ

るものを除き、その年において収入すべき金額とする旨規定する。

37 
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法人税法関連

益金に関する定め(1) 

法人税法 22条2項は、「内国法人の各事業年度の所得の金額の計

算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあ

るものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務・

の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外の

ものに係る当該事業年度の収益の額とする。」と規定する。．

イ 法人税法施行令 13 7条は、地上権又は土地の賃借権若しくは地

役権の設定により土地を使用させ、又は借地権の転貸その他他人に借

地権に係る土地を使用させる行為をした内国法人については、その使

用の対価として通常権利金その他の一時金（以下この条．において［権

を収受する取引上の慣行がある場合においても、

該権利金の収受に代え、当該土地の価額（通常収受すべき権利金に満

ア

利金」 という。） 当

たない金額を権利金として収受している場合には、当該土地の価額か

らその収受した金額を控除した金額）に照らし当該使用の対価として

相当の地代を収受しているときは、当該土地の使用に係る取引は正常

な取引条件．でされたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の

金額を計算するものとする旨規定する。 • 

(2)'昭和 44年 5月 1日付け直審・（法）． 25 「法人税基本通達」（以下「法

人税基本通達」という。）

法人税基本通達 13 - •1 -3 ア （相当の地代に満たない地代を収受

している場合の権利金の認定）は、法人が借地権の設定等により他人

に土地を使用させた場合において、これにより収受す：る地代の額が

1 3 -3  1 -7の取扱いによる場 ．

.; • 

相当の地代の額に満たないときは、

合を除き、次の算式によりit算した金額から実際に収受している権

利金の額及び特別の経済的な利益の額を控除した金額を借地人等に

38 
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対して贈与したものとする旨定める。

（算式）土地の更地価額 X(l一実際に収受している地代の年額＋相当の

地代の年額）．

イ 法人税基本通達 13-1-7（権利金の認定見合せ）は、法人が借

地権の設定等により他人に土地を使用させた場合（権利金を収受し

た場合又は特別の経済的な利益を受けた場合を除くりにおいて、こ

‘れにより収受する地代の額が相当の地代の額に満たないときであっ

・ても、その借地権の設定等に係る契約書において将来借地人等がそ

の土地を無償で返還することが定められており、かつ、その旨を借地

・人等との連名の書面により遅滞なく当該法人の納税地の所轄税務署

長に届け出たときは、 13-1-3 （相当の地代に満たない地代を収

受している場合の権利金の認定）にかかわらず、当該借地権の設定等

をした日の属する事業年度以後の各事業年度において、相当の地代

の額か・ら実際に収受している地代の額を控除した金額に相当する金 ．

額を借地人等に対して贈与したものとして取り扱うものとし、使用

貸借契約にょり他人に土地を使用させた場合についても、同様とす

4
 

る旨定める。

「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び

贈与税の取扱いについて」、

規）ほか。以下「相当地代通達」

と題する通達（昭和 60年直資 2-5 8 

(I) 「土地の無償返還に関する届出書」

．の価額

（例

という、。）

が提出されている場合の借地権

相当地代通達5は、借地権力り設定されている土地につ＇いて、士地の無

償返還に関する届出書（以下「無償返還届出書」という。）が提出され

ている場合の当該土地に係る借地権の価額は、零として取り扱う旨定

める。 ：・
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無償返還届出書が提出されている場合の貸宅地の評価

相当地代通逹 8は、借地権が設定されている土地について、無償返還

届出書が提出されている場合の当該土地に係る貸宅地の価額は、 当該

土地の自用地としての価額の 80パーセントに相当する金額によって

評価する旨定める。・
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別＄氏4•
精算金明細

I；売買代金（買主⇒売主）

摘要・

売買代金総額（税込）

n．敷金（売主⇒買主）

摘要

金額

・5,50§2_§7,008 

（単位：円）

精算額

5,506,257,008|(a) 

藪
金額
112,QOO,OOO 
合計

＇ （単位：円）
精算額
112,000,000 
112,00卯000|(b)

m．賃料（売主⇒買主）

摘要
―̀lH28.6.23~731分賃料

月額賃料霊。ool精算額（H埠•Gi(c)

町固定資産税・都市計画税（買主⇒売主）

所在等 固定資産税額 都市計画税額 合計

（単位：円）

精算額(1128.6.23~12.31)
192日／366日

11,172,700 2,394,1()0 • 13,5.66,800 7,117,010 

268,500 57;500 326,0001 _- 171;016 

（家屋）固定資産税•都市計
.,,回税精算にかかる消費税等
， 

合計

13,681 

．．． 

,
 .... 

．．．．．．． 
．． 
．． ．．
．
 
．．

．．
 

．
 

．．
 

.. 
`
 

・ 11,441,200 2,4§_1,600 13,892,.800 7,301,708l(d) 

4

1

 

徊 算額（買主⇒売主） 5,382.406,6ll(aHb)-(c)t(d) 
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年 月 日 平成29年3月14日 ニこI,1令：ニ 令和4年6月23日

総 所 得 金 額 20. 1 80. 334 zo. 180. 334 

不動産所、得の金額

給 与 所 得 の 金 額

10, 237, 134 

9, 700, 000 

10. 237, 134 

9,700,000 

雑 所 得 の 金 額 243, 200 

平
成

2
8
年
分

分限短期譲渡所得の金額

243.200 

I, 016, 778. 955 

分離上場株式等の譲裟所得の金額

一部取消し 棄却

分離上場株式等の配当等所得の金額

。
所得控除の合計額． 880. 230 880, 230 

所 得 税，
等 の 額， 5,027.404 :fl 6, 466, 505 

源 泉，徴 収 税 額 15, 0~5. 963 15, 085; 963 

納 付 す ベ き 税 額 △ 10, 058, 559 

過少申｛与加算税の額

納付すぺき税額の△印は、還付金の額に相当する税額を示す。

301, 380, 500 

46, 463, 500 

（注）
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被告の主張する本件各処分の根拠及び適法性

本件更正処分の適法性

‘-

(1) 本件更正処分の根拠

被告が本訴において主張する原告の平成 28年分の所得税等に係

る所得金額及び納付すべき税額は、以下のとおりである。

•2 0 1 8万 03 3 4円ア

イ

総所得金額（別表1の「①」欄）

上記金額は、原告の平成 28年分の所得税等の確定申告書第一表

（甲 6..1枚目） 「⑨」欄しご記載された金額である。 ' 

分離短期譲渡所得の金額（別表 1の

欄）

「⑤」欄、別表 2の「⑧」

. 1 0億 16 7 7万 8 9 5 5円

上記金額は、下記（7)の金額から、

＂計額を控除した金額である。

(7) 総収入金額（別表 2の「③」欄） 54億 2.8 9 1万 80 1 8円

上記金額は、下記 a及びbの各金額の合計額である。

本件各土地の譲渡代金（別表 2の「①」欄）a 

下記（イ）及び（り）の各金額の合

.• b 

5 4億 21 8 0万10 0 8円・・
本件各土地の譲渡代金の全額が、本件譲渡に係る原告の譲渡

所得の総収入金額に算入すべき金額であるところ、上記金額は、‘

本件不動産売買契約書に記載された、本件各土地の譲渡代金で

ある（甲 3 • ・3枚目）。 ． 

本件各土地に係る固定資産税・都市計画税清算金（別表 2の

7 1 1万70. 10円「②」欄）．

上記金額は、平成28年度の本イ年各土地に係る固定資産税及

・び都市計画税の額の合計額のうち、、本件各土地の引渡しの日

（平成 2・8年 6月23日）以降に係る部分について、清算金と

して、原告が買主である一・から受領した金額である（甲

r 
43 
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1 9 • 3枚目）。

なお、買主の売主に対する当該清算金の支払は、固定資産税

．及び都市計画税に係る買主の納税義務に基づくものではなく、

当該清算金は、実質的には本件各土地の購入の代価の一部を成

すものであるから、譲渡所得に係る総収入金額に当たる（東京

地裁平成 27年6月3.0日判決・訟務月報63巻 1号 21ペー
ジ参照。なお、同判決は、東京高裁平成28年3月 10日判決

により維持江、確定している。）。

（イ）取得費（別表2の「⑥」欄） 4 4億,.2 0'4万18 6 3円

上記金額は、原告の平成 2,8年分の所得税等の確定申告書に添

付された譲渡所得の内訳書の 3面（甲 6.1 6枚目）に、本件各

土地の購入代金として記載された金額である。

（り）譲渡費用（別表 2の「⑦」欄） 9万720 0円

上記金額は、原告の平成 28年分の所得税等の確定申告書に添

付された譲渡所得の内訳書の 3面(Efl6・ 16枚目）に、本件各

土地を譲渡するために支払った費用として記載された金額であ

る。

ウ 所得控除の額の合計額（別表1の’「⑥」欄） ，8 8万023 0円・

上記金額は、原告の平成 28年分の所得税等の確定申告書第一表

（甲6 • 1枚目） ・「⑮」欄に記載された金額である。

工 課税される所得金額

(7)課税総所得金額（別表 1の「⑩」欄） '1 9 3 0万円

．． ． 

上記金額は、前記アの金額から前記ウの金額を控除した金額

（ただし、通則法 11 8条 1項の規定により 10 0 0円未満の端

数を切り捨てた後のもの）である。

（イ）分離短期譲渡所得の金額（別表1の「⑪」欄）

44 (' 
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． 1 0億 16 7、7万80 0 0 円

上記金額は、前記イの金額と同額（ただし、 ．通則法11 8条1

項の規定により 10 0 0円未満の端数を切り捨てた後のもの）で

、ある。

オ

(7) 

（イ）

算出税額（別表1の「⑭」欄）

上記金額は、下記 (Y)及び（イ）の各金額の合計額である。

課税総所得金額に対する税額（別表 1の「⑫」欄）

・. . ・ . 4 9 2万40 0 0.円

上記金額は、前記エ（ア）の金額に、所得税法 8、9条 1項の規定を

適用して算出した金額である。

分離短期譲渡所得の金額に対する税額（別表 1の「⑬」欄）

3億09 9 5万74 0 0円

3億 05 0 3:万34 0 0円

上記金額は、前記エ（イ）の金額に、租税特別措置法 32条の規定

力

を適用して算出した金額である。

復興特別所得税の額（別表 1 の「⑮」欄•) 6 5 0万91 0 5円

9 上記金額は、前記オの金額に、東日本大震災からの復興のための

施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法（以下

「復興財源確保法」という。） 1・3条の規定を適用して算出した金

キ`．

額である。

源泉徴収税額（別表 1の＇「⑯」欄） ＇ 1 5 0 8万59 6 3円

上記金額は、原告の平成 28年分の所得税等の確定申告書第一表

「＠」欄に記載された金額である。

ク ・納付すべき税額（別表 1の「⑰」欄）

（甲 6. 1枚目）

3億 01 3 8万05 0 0円 ．

上記金額は、前記オ及び前記力の金額を合計した金額から、る前記

キの金額を控除した金額（ただし、復興財源確保法24条2項の規

定により 10 0円未満の端数を切り捨てた後のもの） である。
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(2) 本件更正処分の適法性

被告が本訴において主張する原告の平成28年分の所得税等に係＇

る所得金額及び納付すべき税額は、前記（1)ア、イ及びクのとおりで

あるところ、これらの額は、いずれも本件更正処分に係る所得金額及

2
 
(1.) 

び納付すべき税額と同額であるから（甲 9• 4枚目「更正後の額」の

「⑥」欄、 ［⑦J欄及び「⑭」欄）、本件更正処分・は適法であーる。＇

本件賦課決定処分の適法性 •• 

本件賦課決定処分の根拠．

前記 1のとおり、本件更正処分は適法であるところ、本件更正処分

に伴って賦課される平成 28年分の所得税等に係る過少申告加算税

の額は、下記ア及びイの各金額の合計額46:4・.6万 35 0 0円である。

なお、本件更正処分に基づく納付すべき税額の計算の基礎となった

・・ 事実のうちに、更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことに

ついて正当な理由があるとは認められない。

過少申告加算税の額（通常分、別表 3の 9「⑦I欄）ア

`. 3 11 4万 30 0 0円^

上記金額は、本件更正処分により納付すべき税額 3億 11 4 3万

円（ただし、復興財源確保法 24条 6項及び通則法 1.1 8条 3項の

規定により 1万円未満の端数を切り捨てた後のもの。別表3の「⑤」

欄）に、通則法 6・5条1項に定める 1O O分の 10の割合を乗じて

算出した金額である。

イ 過少申告加算税の額（通則法 65条2項による加重分、別表3の

1 5 3. 2万0500円

上記金額は、本件更正処分により納付すべき税額3億 11 4 3万

• . 9 0 0 0円（別表3の「③」欄）のうち、通則法 65条2項の期限

内申告税額に相当する金額 50 2万 7,4 0 4円（別表3の「④」欄）

「⑩」欄）
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を超える金額3億 06 4 1万円（ただし、復興財源確保法 24条 6

項及び通則法 1・ 1 8条3項の規定しこより 1万円未満の端数を切り

捨てた後のもの。別表 3の「⑧」欄）に、通則法 65条 2項に定め

る 1o・o分の5の割合を乗じて算出した金額である。

本件賦課決定処分の適法性 ． • 

本件更正処分に伴って原告に賦課されるべき過少申告加算税の額

は前記(l)のとおりであるところ、この額は、本件賦課決定処分によ

り原告に賦課された過少申告加算税の額と同額であるから（甲9• • 1、

枚目 「過少申告加算税」欄），、本件賦課決定処分は適法である。

以上
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別表1

原告の平成28年分の所得税等に係る所得金額等及び納付すべき税額
.. 

区 ハ刀 • • • 
金 額—‘ 備考

総 金 ＇額 ① 
•, 

・所 得 20,180¥334 

不 動 産 所 得 の、金 額 ( • 10,237,134 
内

給 与 所 得 の 金 額 ③ 9,700,000 

訳
雑 所 得 の 金 額 ④ 243,200 

分離短期譲渡所得の ，金額 ⑤ 1,016,778,955 別表2

所 得 控 除 の．額 の ムロ 計 額 ⑥ 880,230 

社．会 保 険 料 控・除 'の 額 ⑦ 450,230 
内

ヽ

生 命 保 ，険 料 控 除 の 額 • ⑧ . 50,000 

訳

基 ・礎 控 除 の 額 ⑨ 380,000 

課 税 総，＇所 ／ィ守ロ ・ 金 額
⑩ 19,300,000 ①―⑥ 

(l,OQO円未満切り捨て） ． 

分離短期譲渡所得の金額
．⑪ 1,016_, 778,000 

• (1,000円未満切り捨て）

⑩ に.•対 す る 税 額 ⑫ 4,924,000 ⑩X 40%-2, 796,000' 
算
出 r 

税
⑪ に 対 す る 税 額 ⑬ 305,033,400 ⑪X30% 

額 ． 
計 ⑭ 309,957,400 ⑫＋⑬ 

復 興 特 別 所 得 税 の 額 ⑮ . 6,509,105 ⑭X?.1% 
．． ； 

＇ 源 泉 徴 収 税 額 ⑯ 15,085,963 

納 付 す ヘ→ き 税 ， 額
⑰ 301;380,500 

(100円未満切り捨て）
⑭十⑮一⑯

（単位：円）

.. 

．
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原告の平成28年分の所得税等に係る分離短期譲渡所得の金額

別表2

項 目 ．．
順

金 額 備 考号

~. 

総
譲 渡 代 金・ ① 5,421,801,008 

＇ 
収
入 固定資産税・都市計画税清算金 ② 7,117,010 • 
金

平 額 計 ③ . 5,428,918,018 •' 

.('① ・+ ② ） 
成

．取 得 代 金 ④ 4,273,758,177 
ヽ

28 取

年
得 仲 介 手 数 料 ．⑤ 138,283,686 
費 ` • 

分
計

⑥ 4,412,041,863 
（ ④ ＋ ⑤ ） 

ヽ

譲渡費用（登記費用） ⑦ 鼻 97,200 
．． 

分 離短期譲喜所得の金額 ⑧ 1,016;778;955 
（③‘ー(+⑦))

（単位：円）

※なお、本件各土地の譲渡について、適用される特別控除額はない。

.. 

.. 
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原告の平成28年分の所得税等に係る過少申告加算税の額

（単位：円）

項 目・ 金 額

納付すべのき⑰税欄額） 

， ヽ

① 301,380,500 
（別表1 ， 

還付金に相当する税額 .'  

② 10,058,559 
（甲6・1枚目「⑱」欄）． ．  

差引納付すべき税額
③ 311,439,000 

（①＋②）（100円未満切捨て）

通則法65条2項の， 限内申告税額に相当する金額と50
④ 5,027,404 

万円とのいずれか い金額

③のうち、過少申告加算税の基礎となる税額・
⑤ 311,430,000 

(1万円未満切捨て）

通
常 ⑤に対する過少申告加算税の割合 ⑥ 10% 
ノ刀‘ 
過少申告加算税の額（通常分）

⑦ 31,143,000 
（⑤x⑥) 

③のうち、通則法65条2項の規定による加算税の
⑧ 基礎となる税額刃捨（③て一） ④) 、 306,410,000 

(1万円未満切 • . 

加
⑧に対する過少申告加算税の割合重 ．⑨ 5% 

/刀‘ 
過少申告加算税の額（加重分）

⑩ 15,320,500 
（⑧x⑨) ' . 

． 

過少申告加算税の額（⑦＋⑩） ⑪ 46,463,500 

一.、

亀
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